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１．はじめに 1

 当社は、経済産業省資源エネルギー庁の「令和５年度 電気・ガス価格激変緩和対策事業（以下、

「本事業」といいます。） 」に参画いたします。

 本事業は、2023年11月に政府が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に盛り込まれたエ

ネルギー価格高騰対策です。毎月の都市ガス・電気料金に直接反映する形で値引きを行い、エネルギー

価格の上昇によって影響を受けるご家庭や企業の負担を直接的に軽減する事業です。

 なお、2022年10月に政府が決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込

まれたエネルギー価格高騰対策（以下、「現事業」といいます。）により2023年2月検針分・請求分か

ら2024年1月検針分・請求分までも毎月の都市ガス・電気料金の値引きをいたしますが、本事業の決

定により、引き続き値引きをいたします。

※詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイト「引き続き、電気・都市ガス料金の負担軽減を行います｜資源エネルギー庁」

（https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/）をご覧ください。

 詳細につきましては、本紙２ページ目以降をご確認ください。

(注) お客さまの手続きは不要です。対象期間中は、自動的に料金を値引きいたします。

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/


２．都市ガス料金の支援内容 2

（１）都市ガス料金の支援内容

（２）支援期間中のガス料金の計算方法

都 市 ガ ス

支援対象 すべてのお客さま（ただし、年間契約量が1,000万ｍ3以上のお客さま・発電事業者を除く）

支援単価
（税込）

・ 2024年2月～2024年5月検針分（2024年1～4月使用分）※：1ｍ3あたり15円
・ 2024年6月検針分（2024年5月使用分）※：1ｍ3あたり7.5円

 当社のガス料金は、毎月、都市ガスの原料となる液化天然ガス（LNG）等の価格変動を反映させる原
料費調整制度にもとづき、従量料金単価を加減算しております（下図の原料費調整による調整額）。

 支援期間中は、通常算定される従量料金単価から、支援単価（下図の赤枠）を控除したものを従量
料金単価とし、当該従量料金単価を用いてガス料金を算定いたします。

 実際に適用される各月の従量料金単価は、検針票または当社ホームページでご確認いただけます。

※2023年2月～2024年1月検針分（2023年1～12月使用分）は現事業で値引きされております。
※例）2024年2月検針（1月使用）分は、「2024年1月検針日の翌日～2024年2月検針日」の間の使用量
（注）本事業の実施に伴い、基本約款の一部を変更しております。詳細は、こちらをご確認ください。

※割引制度の適用がある場合、割引額を差し引きます。

https://www.tohogas.co.jp/home/gas/structure/structure-03/
https://www.tohogas.co.jp/home-n/gas/monthly/
https://www.tohogas.co.jp/home/gas/clause/


３．電気料金の支援内容 3

（１）電気料金の支援内容

（２）支援期間中の電気料金の計算方法

低圧契約・高圧一括受電 高圧契約

支援
対象

・電気需給約款(低圧)を適用するお客さま
・高圧一括受電のお客さま

・電気需給約款(高圧・特別高圧)を適用するお
客さま（ただし、特別高圧契約のお客さまを除
く）

支援
単価
(税込)

・2024年2～5月請求分（2024年1～4月使
用分）※：1kWhあたり3.5円
・2024年6月請求分（2024年5月使用分）※

：1kWhあたり1.8円

・2024年2～5月請求分（2024年1～4月使
用分）※：1kWhあたり1.8円
・2024年6月請求分（2024年5月使用分）※

：1kWhあたり0.9円

 当社の電気料金は、毎月、発電の原料となる液化天然ガス（LNG）等の価格変動を反映させる燃料
費調整制度にもとづき、燃料費調整単価を算定しております（下図の燃料費調整額）。

 支援期間中は、通常算定される燃料費調整単価から、支援単価（下図の赤枠）を控除したものを燃
料費調整単価とし、当該燃料費調整単価を用いて電気料金を算定いたします。

 実際に適用される各月の燃料費調整単価は、会員サイトまたは当社ホームページでご確認いただけます。

※2023年2月～2024年1月請求分（2023年1～12月使用分）は現事業で値引きされております。
※例）2024年2月請求（1月使用）分は、「2024年1月1日～2024年1月31日」の間の使用量
（注）本事業の実施に伴い、各電気需給約款の一部を変更しております。詳細は、こちらをご確認ください。

ー

＋ 電力量

料金単価

電気料金 基本料金

電力量料金

×電気使用量
＝

再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー

発電促進賦課金単価 × 電気使用量

燃料費調整額

× 電気使用量
燃料費調整単価 支援単価

ー 割引額 ± 燃料費調整単価 ＋

https://www.tohogas.co.jp/denki/charge/index02.html
https://www.tohogas.co.jp/denki/charge/index02.html
https://www.tohogas.co.jp/denki/news/


＜ご参考＞ 検針票・請求書等における支援内容の確認方法 4

（１）ガスの検針票でのご確認方法

当月と次月の適用従量料金単価は、
政府支援15円/ｍ3の割引を含みます。
詳細は当社ホームページ「重要な
お知らせ」でご確認ください。

本事業期間中は、支援単価を値
引いた単価を表示いたします。

・支援単価を値引いた適用従量料金単価で計算しています。
・値引き額は、支援単価×ご使用量で計算することができます。



＜ご参考＞ 検針票・請求書等における支援内容の確認方法 5

（２）請求書（ご使用料金の内訳（ハガキタイプ））でのご確認方法

ご請求金額には政府支援のガス（都市ガス）15円／ｍ3、電気3.5円／kWhの割引を含みます。

・本事業期間中は、支援単価を値引
いた単価を表示し、値引き後の燃料
費調整単価で計算しています。
・値引き額は、支援単価×ご使用量
で計算することができます。

・本事業期間中は、支援単価を値引
いた単価を表示し、値引き後の従量
料金単価で計算しています。
・値引き額は、支援単価×ご使用量
で計算することができます。



＜ご参考＞ 検針票・請求書等における支援内容の確認方法 6

（３）会員サイトClubTOHOGAS（ご請求内訳）でのご確認方法

政府支援の詳細はこちらをご確認ください。

政府支援15円／ｍ3の割引を含みます。

政府支援3.5円／kWhの割引を含みます。

政府支援3.5円／kWhの割引を含みます。

・支援単価を値引いた従量料金単価で計算してい
ます。
・値引き額は、支援単価×ご使用量で計算すること
ができます。

本事業期間中は、支援単価を値引いた単価を表
示いたします。

支援単価を値引いた燃料費調整単価で計算して
います。

・本事業期間中は、支援単価を値引いた単価を表
示いたします。
・値引き額は、支援単価×ご使用量で計算すること
ができます。



＜本事業に関するQA＞ 7

ご 質 問 ご 回 答

① この事業に対する質問はどこに問い合
わせればよいか？

本事業の概要・趣旨・期間・単価の考え方等については、経済産業省
の特設サイトにお問い合わせください。お客さまのご契約に関する事項は、
当社にお問い合わせください。

② 支援単価はどこに掲載されるのか？ ガスは検針票や会員サイト、電気は請求書や会員サイト等でご確認い
ただくことができます。

③ 自分は支援対象なのか？

以下に該当するお客さまが対象となります。
【都市ガス】すべてのお客さま（但し、契約年間使用量1,000万ｍ3以

上・発電事業者は除く）
【電気】すべてのお客さま（ただし、特別高圧契約のお客さま除く）

④ 支援単価は料金計算のどこに含まれて
いるのか？

ガスは従量料金単価、電気は燃料費調整単価に含めて各料金計算を
行っております。

⑤ 支援額はどのように確認するのか？
お客さまごとの支援額は検針票等には記載されておりません。恐れ入りま
すが、検針票や会員サイト等に記載されている各月の使用量に、支援
単価を乗じて支援額の計算をお願いいたします。

⑥ 支援額が使用量×15、7.5円と一致
しないがなぜか？

割引がある料金メニューは、支援額が「使用量×支援単価」とは一致し
ません。当該メニューは、約款の算定式において、基本料金と使用量に
応じた従量料金の合計のガス料金に対して割引が適用され、支援単価
を適切に反映した後に割引率が乗じられることとなるため、結果として15、
7.5円/㎥も割引率に応じて減額されることになります。なお、当社は減
額後の金額を政府に申請するため、本事業により当社が不当に利益を
得るような構造にはなっておりません。

⑦ 手続きは不要なのか？ お客さまにご対応いただく申請や必要な手続き等はございません。自動
的に値引いた料金で請求をさせていただきます。

⑧ 具体的にいくら料金が下がるのか？
一般的なご家庭での平均月間使用量（ガス：31m3、電気：
320kWh）の場合、ガスは465円、電気は1,120円※下がります。
※2024年6月検針分・請求分は半額となります。

⑨ この事業はいつまで続くのか？ 現時点では、2024年6月検針分・請求分までです。それ以降は未定で
す。詳細は、①の特設サイトまでお問い合わせください。

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

